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令和２年度稲美町立学校園における教育活動の再開について 

 

 平素は、稲美町の教育にご理解とご協力を賜っておりますこと、心より感謝申し上げます。 

 また、基本的な感染症予防や健康観察にご協力いただき、ありがとうございます。 

 現在も、新型コロナウイルスの感染が引き続き発生しているものの、児童生徒の学習機会

を確保するため、国、県からの学校における教育活動の再開等についての通知がありました。

その通知に基づいて、稲美町の各学校園、教育委員会でも新学期の教育活動再開に向けた準

備を進めています。 

 さて、文部科学省から示された「新型コロナウイルスに対応した学校再開ガイドライン」

（令和２年３月 24日）に従って、新学期を始めるにあたっての学校行事等のあり方を下記の

ように決定しましたのでお知らせいたします。 

引き続き、日常の健康管理等について、各ご家庭でもご協力くださるようお願いします。 

 

記 

 

１ 新学期を迎えるにあたって 

引き続き、体温を測っていただき、十分な健康観察をお願いします。免疫力を高める

ため、十分な睡眠、適度な運動やバランスのとれた食事を心がけてください。 

 

 ２ 入学式・入園式等について 

小中学校・幼稚園の入学式・入園式は、予定どおり実施します。 

   なお、参加者は卒業式・卒園式同様、新入生・新入園児とその保護者、教職員のみに

制限します。この場合の形式は、各学校園の判断とし、時間を短縮して行います。    

   始業式は、全校生で集まる式は行わず、校内放送等で実施します。 

 

 ３ ４～５月の主な行事について 

   行事等のあり方は町で統一していますが、詳細は各学校園からの案内をご覧ください。 

  （1）中止とする行事 

     家庭訪問（※）、授業参観、ＰＴＡ総会 

（2）縮小、または形式を変更して実施する行事 

     離着任式、対面式、１年生を迎える会等 

（3）延期、または形式を変更して実施する行事 

児童引渡し訓練 

  （4）延期を検討している行事 

     中学校修学旅行、自然学校、小学校運動会 

 

  ４ その他 

    新型コロナウイルスについては日々状況が変化しています。今後の感染の広がりを

見ながら、必要に応じて、最新の情報や追加的な留意事項をお知らせすることがあり

ますのでご了解ください。 

（※）家庭訪問は中止しますが、学校へ伝えておきたいこと、ご心配なことがありまし

たら、各幼稚園、小中学校、稲美町教育委員会へご相談ください。 


